
迫りくる巨大災害に備える

大阪府 住宅まちづくり部建築防災課 耐震グループ

建築防災啓発員 研修
耐震化の必要性と基礎知識
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２．建築基準法の変遷
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７．啓発用素材について

内容
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全壊・半壊になった家屋の数

１．阪神淡路大震災

写真提供：神戸大学附属図書館

建物倒壊等によって

下敷きになった方の数

全壊住宅数：１０４，９０６棟
半壊住宅数：１４４，２７４棟
※平成17年12月22日（消防庁）
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死者数

家屋、家具類等の倒壊による

圧迫死と思われるもの

４，８３１

（８８％）

焼死体（火傷死体）及び

その疑いのあるもの
５５０（１０％）

その他 １２１（２％）

合計 ５，５０２（１００％）

１．阪神淡路大震災 –被害の状況-

※平成17年12月22日（消防庁） 死者数：６，４３４名

平成7年度版「警察白書」より（警察庁調べ）



5１．阪神淡路大震災 –住宅の被害-

阪神･淡路大震災で倒壊した木造住宅の多くは

昭和56年以前の建物
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建物種別と建築年による全壊率（震度６強の場合）

昭和５６年６月～～昭和５６年５月

約３０～５０％

約２％

約６％

約７～９％

木
造
建
築
物

非
木
造
建
築
物

全壊率データ：内閣府

古 新

参考：建物の全壊率

http://1.bp.blogspot.com/-nRTzyvuy5-g/U9zBysq4NCI/AAAAAAAAjns/7yi3aUT26zM/s800/jishin_yowai.png


7参考：地震波と地震の被害

境有紀・筑波大学教授が、観測データから今回の
地震波を分析した結果を、毎日新聞が掲載

気象庁ホームページより

大阪府北部を
震源とする地震



8

福井地震（M７．１）昭和23年（1948年）
地震力に対する必要壁量の
制定

倍率（壁の強度）の制定建築基準法制定昭和25年（1950年）

宮城県沖地震（M７．４）昭和53年（1978年）

阪神・淡路大震災（M７．４）平成7年（1995年）

建築基準法改正平成12年（2000年）

地耐力に応じて基礎を明確化

継手・仕口の仕様を明確化

耐力壁の配置にバランス計算

が必要

建築基準法改正昭和56年（1981年）

新耐震設計法の制定

・地震力に対しての必要

壁量等の改正

２．建築基準法の変遷

過去の地震の教訓を生かし、昭和56(1981)年に建築基準法が改正されま

した。それ以前に建てられた建物は、耐震性能が低いと言われています。
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○木造建築物の耐震基準について、昭和56年に壁量を約１.４倍に強化

○平成12年に接合部の仕様、壁の配置方法及び基礎の仕様を明確化

新耐震基準の内容

壁の
バランス

部材の
接合部

基礎の
仕様

筋交い端部と柱・梁との留め付け部等の接合部について、
具体的な金物、釘の本数、打ち付け方等を明確に規定

壁と釣り合い良く配置することを具体的に規定

地盤の強さに対して、どのような基礎を設ける必要がある
かを具体的に規定

２．建築基準法の変遷

〇中規模（震度5強程度）の地震に対しては大きな損傷はしない

○大地震（震度6強から７に達する程度）に対しては居住者の生命を守る
（倒壊しない）こと

新耐震基準の考え方
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「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」（「建築物の耐震改修の

促進に関する法律」に基づく耐震改修促進計画）を策定し、

耐震改修費用の補助等、耐震化の取り組みを行っています

・2006年(平成18年)「大阪府住宅・建築物耐震10ヵ年戦略プラン」

・2016年(平成28年)「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」

【目標】

令和7年までに住宅の耐震化率を95%

・2020年（令和2年）度時点で約89%

〇木造住宅耐震化率の状況

・2020年（令和2年）度時点で約80%

・耐震化の遅れている木造戸建住宅は約28万戸

３．大阪府の取組み
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耐 震 設 計

耐 震 改 修

耐 震 診 断

家の健康診断

実際に悪いところを治す

治し方を決める

４．耐震化の流れ



12４．耐震化の流れ ー耐震診断ー

耐震診断は、建物の健康診断です
地震に対し、安全性が有るか建物の現地調査をおこない、
評点という値で判断します

接合部

壁

基礎

屋根 診断のチェックポイント

□地震に耐える壁（耐力壁）がどのく
らいあるか

□耐力壁のバランスがよいか
□屋根が重くないか
□接合部に金物があるか
□基礎のひび割れ・柱などに腐朽がな
いか
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接合部

壁

基礎

屋根

補強で安心だね！

補強の内容は、
次のページで。

４．耐震化の流れ ー耐震改修ー



14４．耐震化の流れ ー耐震改修ー

梁

柱

アンカー
ボルト

金物ものによる
補強

新たな基礎の補強

柱や梁、柱・土台と基礎を金
物で結合することで、構造体を
一体的にし、地震に耐えられ
るようにする

基礎が弱いと土台が基礎から
ずれたり等、倒壊の危険性が
高くなるので、鉄筋を配置した
丈夫な基礎にする

ホールダウン
金物

補強内容①



15４．耐震化の流れ ー耐震改修ー

パネルによる補強 筋交いによる補強

屋根が重いと大きな地
震力がかかります。

屋根の軽量化により地
震力を低減します。

非常に重たい屋根は、地震の
揺れを受けると大きく揺れるた
め、軽い屋根に変更し、地震
により揺れを小さくし、耐震性
を高める

開口部など地震を受ける壁が
少ない場合は、地震により倒
壊することがあるため、地震に
対して有効な壁（パネル）や
筋交いを入れ耐震性を高める

補強内容②



16４．耐震化の流れ ー耐震改修ー

リフォームするなら

耐震改修も一緒に！

費用もお得！

家族構成が
変わった

Stay Homeを
快適にしたい
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耐震診断・設計・工事の補助を実施し 府民負担 を軽減

【大阪府補助制度】
・診断費：定額５万円（自己負担額５千円程度）
・設計費：限度額１０万円
・改修費：限度額４０万円・６０万円（所得により異なる）

※各市町村によって金額や補助制度が異なりますので、詳細は市町村へ

お問合せをお願いします

５．耐震化を促進する支援

補助制度

一定の条件を満たす耐震改修工事を行う場合、所得税の控除や固
定資産税の減額等の制度があります。

税控除等

住宅金融支援機構でのリバースモーゲージ型の融資制度など、耐震
改修工事に利用できる各種融資制度があります。

融資制度



18６．その他住まいの耐震対策

ブロック塀の安全対策部屋の中の安全対策

部屋の中の安全対策
ご自宅に適した方法の対策が必要です。
➢タンスや棚の転倒防止

➢窓や食器棚などのガラスの飛散防止

➢照明器具などの落下防止

➢テレビ、冷蔵庫など家電製品の転倒・落下防止

➢防炎カーテンの使用

ブロック塀のチェックポイント
➢ 高さ、厚さ

➢ 鉄筋の有無

➢ 控え壁の有無

➢ 基礎の有無

➢ 傾きやひび割れ、ぐらつきの有無



19６．その他住まいの耐震対策 ーブロック塀の安全対策ー

民間のブロック塀等の所有者に除却費用の補助を行っている市町村が
あります。

※市町村によって補助制度の有無、補助の内容が異なりますので、
詳細は市町村へお問合せをお願いします。

補助制度

ブロック塀所有者の自主点
検を促すﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し、
広く周知

啓発



20７．啓発用素材について

■住まいの耐震化動画 ■耐震ソング

大阪建築物震災対策推進協議会（※）で、住宅の耐震
化を促進するための耐震ソング、動画を作成しています。
講習会やイベントなどで広くご活用ください。

※大阪府、府内市町村及び協力団体で構成される議会

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=scYIALgkWq4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FeXaPT2uNws&feature=emb_logo

